
近隣住民の皆さまへ建築計画等のお知らせ 

  

  福岡市では，「福岡市建築紛争の予防と調整に関する条例」により，福岡市内において 

中高層建築物やワンルーム形式集合建築物等を建築する建築主等は、近隣住民に対し， 

当該建築物の建築計画，工事の施工方法等については，以下に掲げる資料により説明 

することを義務付けています。  

なお，住民の皆さんが不在だった際には，不在連絡票や説明資料等が投函されます 

ので，その場合，下記の（建築計画等に関するお問い合わせ先）に連絡し，説明を求 

めることもできます。 

 

 

 建築物の名称  （仮称）〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇                          

 

   敷地の地名地番  福岡市〇〇区〇〇〇 〇丁目 〇番 〇                         
 

 

（建築計画等に関するお問い合わせ先） 

                              
 氏名  〇〇株式会社 〇〇                                 

 

 連絡先（電話番号） 〇〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇                           

 

－ 目  次（説明資料） － 

・ 建築計画概要書（様式第 3号） 

・ 付近見取図  

・ 配置図  

・ 各階平面図  

・ 立面図（４面） 

・ 日影図 （中高層建築物のみ） 

・ 施工方法，工事に関する措置等  

・ 建築計画上，建築主が近隣へ配慮した内容  

・ テレビジョンの電波障害対策 （中高層建築物のみ）  

・ 管理体制・管理規約の内容 （ワンルーム形式集合建築物のみ） 

・ その他（必要に応じ断面図等） 

（別紙５） 記載例 

「建築物の名称」と「敷地の地名地番」

を記入してください 

対象項目を選択して記入してください 

お問い合わせ先（氏名、連絡先）

を記入してください 
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